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【学校経営方針】 

～新しい時代を豊かに生きる子どもの育成～ 
「子どもが活躍（きらっと光る）できる学校」 

「すべての子どもの『心の居場所』としての学校」 

「家庭・地域と連携し、子どもたちが安全で安心して通える学校」 

「第 72 回人権週間」について 
12 月 4 日から 12 月 10 日までの 1 週間は「第 72 回人権週間」です。昭和 23 年（1948 年）12 月 10

日、国連において世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として「世界人権宣言」が採択さ

れました。これを記念して、12 月 10 日は「人権デー」とされ、毎年 12 月 10 日を最終日とする 1 週間を

「人権週間」と定め、全国各地で「いじめ」「虐待」「外国人や障害のある人、ハンセン病元患者とその家族な

どに対する偏見や差別」「各種ハラスメント」など、様々な人権問題に対する啓発活動が行われます。 

今年は、さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、感染者や医療従事者、またこれらの方々の

家族などに対する偏見や差別といった様々な人権問題が発生するとともに、SNS上で他人を誹謗中傷したり、

個人の名誉やプライバシーを侵害したり、あるいは差別を助長するような情報を発信したりするといったイン

ターネット上の人権侵害も深刻な問題となっています。 

現在の全国・大阪・岸和田市の新型コロナウイルスの感染状況を見れば、感染防止に十分気を付けていても、

誰もが感染者となり得る可能性があります。以前にもお伝えしましたが、学校において感染者が確認された場

合は休業措置をとることになりますが、この際に感染者に対しての誹謗・中傷等があった場合、重大ないじめ

にもつながりかねません。感染症に関わるいじめや差別などによる人権侵害が起こらないように、感染者や医

療従事者などへの誹謗・中傷を決して許さないように、ご協力をお願いいたします。 

 

修学旅行に行ってきました。 11月２７日（金）～２８日（土） 
6 年生が伊勢志摩方面へ修学旅行に行ってきました。今年度はコロナ禍の下、 

いろいろと制約の多い中での実施となりました。 

ここ最近寒くなってきたので、当日の天候や気温も気になっていたのですが、 

幸い２日とも晴天に恵まれ、現地では快適に過ごすことができました。コロナ 

対策として、２台のバスに分乗しましたが、「車内では会話をしないこと」と 

いうルールを、全行程でみんなが守ってくれました。また、１泊目のホテルで 

の食事や鳥羽水族館のセミナーの際も、「会話をしない」という約束をきちんと 

守ってくれました。本当によく頑張りました。 

1 日目のスペイン村では、全員元気にアトラクションを楽しむことができま 

した。2 日目の鳥羽水族館は、前日に水族館の方にホテルに来ていただき、事 

前セミナーを受講したおかげで、ただ見学するだけではなく、それぞれが興味 

と関心をもって学習することができました。 

全行程を通して、全員頑張って活動できました。グループ活動・班活動・全 

体としての行動等、どの場面でも、協力することができました。とてもよい修 

学旅行でした。 

 

学校教育自己診断について 
例年この時期に実施しています「学校教育自己診断」についてです。今年度は、コロナウィルスの影響で、 

学校のスタートが６月になったこともあり、３学期に実施したいと考えております。何卒、ご理解・ご協力を 

よろしくお願いいたします。 
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